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1.天塩川の河川整備に関して寄せられた 

ご意見について 
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（資料－４）

平成１７年５月２７日

北 海 道 開 発 局

天塩川の河川整備計画に関して寄せられたご意見について

平成１５年２月に国土交通大臣により天塩川水系河川整備基本方針が決定され、これ

を受けて、北海道開発局は天塩川水系河川整備計画を策定することとしています。

河川整備計画の案の策定にあたって学識経験を有する方等から意見を聴くために、平

成１５年５月に天塩川流域委員会を設置し、これまで５回の委員会を開催し、また委員

会主催の意見聴取会を去る４月１８日に開催しました。

これまでに天塩川流域委員会による意見聴取会、事務局に対してホームページ、ＦＡ

Ｘ等により約２００件のご意見が寄せられ、多くの方がサンルダムをテーマに取り上げ

ていました。

いただいたご意見は、Ⅰ 天塩川流域委員会の進め方、Ⅱ サンルダムに関するもの、

Ⅲ その他、の３項目に大きく分類されます。

これらについての、北海道開発局の基本的な考え方をご説明します。
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Ⅰ 天塩川流域委員会の進め方に関する主な意見

（意見）

・流域委員会はサンルダムの是非を問う場ではない。

・流域委員会に別途検討会をつくり、個々の問題を議論することを提案する。

・議事録を公開すべき。必要な資料は公表すべき。

○河川整備計画の策定手続き

河川整備計画は、河川整備基本方針に沿って当面の具体的な河川整備の内容を示すも

ので、河川法では以下のように規定されています。

・ 河川管理者は、河川整備基本方針に沿って計画的に河川の整備を実施すべき区間に「

ついて、当該河川の整備に関する計画を定めておかなければならない （河川法第１６」

条の二）

・ 河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認「

めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない （河川法」

第１６条の二第３項）

・ 河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会の「

開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じるなければならない （河」

川法第１６条の二第４項）

・ 河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定める「

ことにより、関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならない （河」

川法第１６条の二第５項）

「河川管理者は、河川整備計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、

国土交通大臣である場合にあっては関係都道府県知事の意見を、都道府県知事にあっ

ては関係市町村長の意見を聴かなければならない （政令第１０条の四）」

○天塩川における手続き

河川管理者である北海道開発局は、平成１５年２月に決定された天塩川水系河川整備

、 、基本方針に沿って天塩川水系河川整備計画の案の作成にあたり 河川法の規定に基づき

河川に関し学識経験を有する方や天塩川流域に知見の深い方々の意見を聴く場として、

平成１５年５月に天塩川流域委員会を設置しました。これまで５回の流域委員会を開催

し、天塩川の状況を説明してきたところです。今後、天塩川水系河川整備計画原案を示

して意見を伺ってまいります。

また、関係住民の意見を反映させる公聴会の開催を予定しており、関係住民の意見を
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伺って案を作成し、さらに知事の意見を聴いた上で天塩川水系河川整備計画を策定して

まいります。

○流域委員会の議事録及びデータの公表について

流域委員会の記録については、第１回天塩川流域委員会においてその取り扱いが議論

され、天塩川流域委員会運営方針において議事要旨としてとりまとめ公表することが決

定されています。

また、流域委員会において必要なデータは、これまでも事務局から提供しているとこ

ろであり、ホームページ等においても公表しておりますが、今後とも、必要な資料を提

示していきます。

Ⅱ サンルダムに関する主な意見

（肯定的な主な意見）

・流域市町村住民の生命財産を守るため、災害の発生する前に早期にサンルダムの建

設を進めてほしい。

・下流の被害を効率良く軽減するダムは必要である。

・遊水地案は広大な農地が制約を受ける。

・渇水時の水辺環境を改善するためにサンルダムは必要である。

・サンルダムに地域の憩いの場、癒しの場としての取り組みを反映してほしい。

（懸念を示す主な意見）

・遊水地による洪水対策が有利である。

・サンルダムの費用対効果は過大である。

・サンルダムによってサクラマスの自然の営みが寸断される。

「 」 。・ダムに依存せず 緑のダム を重視した森林の保水能力を高める方策が重要である

○地域の生命・財産を守る基礎となる治水対策

治水対策は地域住民の生命、財産を守るための最も基本的な社会基盤です。豪雨によ

る河川の氾濫は、地域社会に大きな打撃をもたらすものであり、これは昨年全国各地で

発生した河川の氾濫による災害の状況を見ても明らかです。

○天塩川の治水対策の現状

天塩川流域は、昭和初期の屈曲部の切替に着手から始まり、捷水路の開削、河道の掘

削・浚渫、堤防の整備、岩尾内ダムの建設等を進めてきました。しかしながら現在の整
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備状況は、戦後最大規模の洪水に対してさえ安全ではない状況です。

このため、天塩川の河川整備計画では戦後最大規模の洪水を当面の目標に洪水対策を

進めていくことを考えています。

○サンルダムによる治水効果

サンルダムは堤防の整備や河道の掘削等の河川整備と相まって、洪水を調節すること

、 。により ダム下流の名寄川及び名寄川の合流後の天塩川に治水効果を発揮する事業です

サンルダムの治水対策の費用対効果は全国で用いられている一般的な手法で検討した

結果、十分な投資効果があると考えています。サンルダムの事業費については、さらに

今後新たな技術開発に取り組む等、コストの縮減に努め、事業の効果的、効率的な推進

に努めます。

また、平成１５年８月に発生した台風１０号により、日高地方の沙流川では、本流や

支流から大量の流木が発生しました。二風谷ダムでは約５万ｍ３の大量の流木を捕捉し

、 。たことで ダム下流ではダム上流で見られたような流木による被害がありませんでした

流木被害は橋梁の損壊や堤防の破堤など直接的な被害だけでなく、海へ流れ出ると航路

障害や漁場・漁具等への被害を引き起こしたり、海流に乗って遠くの海岸へも被害を拡

大させるため、貯木効果のあるダムは、洪水調節とあわせて、流木被害軽減に有効と言

えます。

○サンルダムによる渇水時の効果

サンルダムでは融雪期や洪水時の水を一時貯留し、夏期・冬期の流量が少なくなる時

期に水を補給することにより、既存の水道用水、かんがい用水等の安定的な取水を確保

、 。 、するとともに 動植物の生息・生育等に必要な河川の流量を補給します サンルダムは

渇水時における河川環境の維持のための流量を確保する計画となっており、常にダム下

流に対して適切な流量を補給するため、ダム下流に無水・減水区間が生じ河床が干上が

ることはありません。

○サンルダムと遊水地の比較

名寄川のように河床勾配が急な河川では遊水地の容量が十分確保しにくく効率が良く

ありません。

遊水地により河川整備計画で目標としている戦後最大規模の洪水に対応する場合、天

塩川流域の当該市町における洪水を防御する対象となる農地のおよそ１～３割が遊水地

内となり、洪水時には冠水して営農に影響を受けることになります。また、河川整備基

本方針の洪水に対応するには、名寄川流域で洪水を防御する対象となる農地のほぼ全域
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が冠水することになります。天塩川流域では当該市町における洪水を防御する対象とな

る農地のおよそ３～４割が冠水することになります。このため、農業が主要産業となっ

ている天塩川流域の地域に与える経済的、社会的影響が大きいと考えられます。遊水地

案とサンルダム案を比較すると、サンルダム案は、全体事業費が小さく経済的に有利で

あること、効果の発現が早いこと、河川整備計画で目標としている洪水を超える洪水に

対しても被害を軽減できること、河川整備基方針に対応する場合に遊水地案は規模を拡

大しなければならないのに対しサンルダム案は新たな事業が必要ないこと、遊水地案は

正常流量の補給など利水面及び低水管理面では他に有効な代替案がないこと等、サンル

ダム案が総合的な対策として有利と考えています。

○生態の保全

サクラマスは天塩川流域の広い範囲において生息が確認されています。

また、サンル川流域において行った調査では、サクラマスの産卵床は、サンル川本川

上下流部や支川など広い範囲で確認され、貯水池になる箇所以外にも多くの産卵床が確

認されていることから、ダム地点において遡上・降下の機能を確保することにより、サ

クラマスの生息環境への影響を最少限に抑えるよう取り組むこととしています。

○森林の保水機能

日本学術会議の答申（平成１３年１１月「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森

林の多面的な機能の評価について（答申 ）において、森林の多面的な機能について評）」

価する一方で、森林の水源涵養機能（洪水緩和機能等）の限界について指摘されていま

す。その中で、

・治水上問題となる大雨のときには、洪水のピークを迎える以前に流域は流出に関し

て飽和状態となり、降った雨のほとんどが河川に流出するような状況となることか

ら、降雨量が大きくなると、森林による洪水の低減する効果は大きくは期待できな

い。このように森林は中小洪水においては洪水緩和機能を発揮するが、大洪水にお

いては顕著な効果は期待できない。

・あくまで森林の存在を前提にした上で治水・利水計画は策定されており、森林とダム

ムの両方の機能が相まってはじめて目標とする治水・利水安全度が確保される

ことが示されています。天塩川の治水計画は、流域の約７割を占める森林の存在を前提

としており、森林の機能と河川の整備が相まって、目標とする安全度が確保されるもの

です。

○サンルダムの周辺整備

サンルダム周辺整備の構想は、下川町を事務局とする「サンルダム周辺整備検討会」
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により、具体化に向けた検討が進められているところです。

また 「水源地域ビジョン」は、ダムを活かした水源地域の自立的・持続的な活性化を、

図り流域内の連携と交流によるバランスの取れた流域圏の発展を図ることを目的として

、 、 。 、おり ダム水源地域の自治体 住民等がダム事業者・管理者と共同で策定します 現在

下流の自治体・住民や関係行政機関に参加を呼びかけながら策定する水源地域活性化の

ための行動計画の策定の取組を進めているところです。

Ⅲ その他の主な意見

（意見）

・ゴミの不法投棄の調査や処理など河川維持管理についてどう考えているのか。

・緊急時の情報連絡は確立されているのか。

○河川の維持管理について

関係機関や関係住民等と連携して、河川清掃の実施、河川巡視の強化を図るほか、河川

管理上支障となる場合は必要な対策を講じる考えです。

○洪水時の情報連絡体制について

天塩川及び名寄川（大臣管理区間）は「洪水予報指定河川」に指定されており、洪水

のおそれがあると認められる時、気象台と共同して洪水予報の迅速な発令を行い、洪水

の状況・予測水位等を示し関係機関や市町村に伝達するとともに、メディアを通じて住

民にお知らせします。

また、天塩川及び名寄川（大臣管理区間）は「水防警報指定河川」にも指定されてお

り、水防活動が必要な場合に、水防警報の迅速な発令を行い、洪水の状況・水位等の状

況に応じて、上川支庁を通じて、水防管理団体である市町村に水防活動の指示を与えま

各自治体は、状況に応じて広報車、防災無線、連絡員・サイレン等によりす。さらに、

住民に情報を伝達します。



 

 

 

 

2.寄せられたご意見について 

 

（第８回天塩川流域委員会 資料－4） 
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北 海 道 開 発 局 
 

資料－4
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治水に関する主な意見 
 

＜サンルダムに肯定的な主な意見＞ 
・ 流域市町村住民の生命と財産を守るため、災害の発生する前に早期にサンルダムの完

成を望む。 
・ 下流の被害を効率良く軽減するダムは必要である。 
・ 洪水時は10ｃｍの水位差で破堤等の被害の大小が左右される。サンルダムの早期の完

成に期待する。 
・ 遊水地案は広大な農地が制約を受ける。 
・ 遊水地内の農地において洪水覚悟で営農することは難しい。 
 
＜サンルダムに懸念を示す主な意見＞ 
・ サンルダム上流域の面積は3％しかなく、治水効果は限られる。サンルダムはわずかしか

水位を下げられない。 
・ サンルダムは、天塩川本川に治水効果がないか、むしろ危険にするおそれがある。 
・ 音威子府村の市街部は遊水地で守ることができ、天塩川中下流部の旧川を遊水地にすれ

ば下流に効果がある。 
・ 事業費が増大するおそれがある。 

 
○サンルダムによる治水効果 
・ 治水計画の基本となる流量（基本高水流量）は、これまで天塩川流域で実際に大きな洪水

を起こした雨の降り方を基本にして、現在我国の大河川で用いられている標準的な手法に

より算定しています。流域委員会資料24-1にあるように、過去の主要な洪水はいずれも上・

中流域を中心に雨が降っており、上流部に洪水調節施設を設置する方が洪水調節に効果

があります。特に天塩川流域は、士別市、名寄市のように上流域に資産が集中していると

いう特徴があるため、ダムは大きな効果を発揮します。 
 
・ また、このような算定の結果、サンルダムは名寄川及び名寄川合流点下流の天塩川本流の

双方に洪水調節の効果があることが確認されています。サンルダムが天塩川の名寄川合流

点の洪水ピークを引き上げることはなく、サンルダムが名寄市の洪水の危険を増大させるこ

とはありません。 

 
・ サンルダムは、名寄川の流域面積の約25％を占めています。また、天塩川流域の朝日町に

ある岩尾内ダムとあわせ、名寄川合流点上流（名寄川含む）の流域面積の約30％を占めて

います。 
 
・ このことから、2つのダムにより、名寄川及び天塩川の洪水時の流量を大幅に減らすことが

できます。 
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(巻末資料P.1参照) 
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○サンルダムと遊水地の比較 
・ 流域委員会資料47、48に示すとおり、サンルダムは、誉平地点で河川整備計画で目標とし

ている流量の4,400m3/sのうち300m3/s、真勲別地点で1,500m3/sのうち300m3/sを調節す

る効果があります。 
 
・ これを水位の低減効果で見ると、名寄川のサンル川合流点から天塩川合流点の間で最大

約110cm、最小約40cm、天塩川の名寄川合流点から誉平地点の間で最大約80cm、最小

約20cmで、川幅の狭いところの水位低減効果が大きくなっています。 
 
・ 洪水調節する施設は、施設を設置する地点から基本的に下流にしか効果がありません。音

威子府に遊水地を設置した場合、名寄川及び天塩川の名寄川合流点から音威子府の間

の約80ｋｍの区間には治水効果が無いことになります。また、中・下流部の旧川を遊水地と

して利用したとしても、その下流にしか効果がないため、資産の集中している上・中流域を洪

水被害から守ることはできません。 
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(巻末資料P.2,3参照) 
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・ サンルダムは、堤防や河道の掘削などの河川改修と併せて洪水調節施設として設置し、治

水効果を発揮することとしており、次の観点から遊水地案より総合的に有利と考えていま

す。 
 
①遊水地を設置して洪水調節を行う場合、河川整備基本方針で定める1／100確率規模の洪

水に対応するには、当該市町の洪水防御対象区域内の農地面積の3～4割程度が遊水地と

して制約を受けます。特に名寄川では大半の農地が遊水地として制約を受けることになりま

す。（下図の流域委員会資料43-2-1参照） 
天塩川流域は農業中心であることから、農地の多くが遊水地となると地域への影響は極めて

大きいものと考えられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(巻末資料P.4参照) 



－6－ 

②サンルダムと河川改修を併せた案は、遊水地と河川改修を併せた案より全体事業費が小さ

く、経済的に有利です（河川整備計画、河川整備基本方針では、それぞれ下図の流域委員

会資料43、45-1参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(巻末資料P.5,6参照) 



－7－ 

③新たに多くの用地確保が生ずるため時間を要する遊水地案と比較して、サンルダムは治水

効果の発現が早くなります。 
④河川整備基本方針に対応する場合、遊水地はその規模を拡大するため新たに多くの用地の

確保や事業費が必要となります。これに対して、サンルダムはそのような新たな対応の必要

は無く、河川整備計画で目標としている洪水を超える河川整備基本方針まで対応することが

可能です。 
⑤サンルダムでは融雪期や洪水時の水を一時貯留し、名寄川などで夏期・冬期の流量の少な

くなる時期に、既存の水道用水、かんがい用水等の安定的な取水や動植物の生息生育等に

必要な河川の流量の補給が可能ですが、遊水地では、こうした機能は果たせません（下図の

流域委員会資料48-15参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(巻末資料P.7参照) 

 
 
 
 



－8－ 

○サンルダムの事業費 
・ サンルダムの事業費は、魚道の建設費やコスト縮減等を勘案し、現時点においても

530億円程度と見込んでいます。 
 
 



－9－ 

利水に関する主な意見 
 

＜サンルダムに肯定的な主な意見＞ 
・ 二酸化炭素の発生を抑制し、安定した電力を供給するためには、水力発電は有効な手

段である。 
・ 夏の渇水時における名寄川の流況を改善するためにも、サンルダムは必要不可欠であ

る。 
・ 流域の生活、産業を支える安全で安定した水源の確保のためにサンルダムの早期完成

が待たれる。 
 
＜サンルダムに懸念を示す主な意見＞ 
・ サンルダムの最大出力は、風力発電一基分しかなく効果が小さい。 
・ 住民の水道代負担が大幅に増大することとなる。 

 
○サンルダムによる発電 

・ サンルダムは融雪期や洪水時の水を一時貯留し、下流に必要な流量を安定して補給す

る際に放流水の落差を有効利用して水力発電を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(巻末資料P.8参照) 
 



－10－ 

 
・ 水力発電は時間、季節、天候に影響されず、安定的な電力を得ることができ、火力

発電や風力発電等よりCO2の排出量も少なく、クリーンなエネルギーを供給すること

ができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(巻末資料P.9参照) 

 

・ サンルダムの水力発電量は約5,900MWhであり、下川町の一般世帯数を超える約2,700世

帯分の電力量が供給可能です。 
 



－11－ 

○サンルダムによる水道用水の供給 

・ 名寄市の場合、平成１４年の水道事業に係る総費用（実績）は約５億３千万円です。サンル

ダムを水源として水道用水を確保するために必要となる費用は、ダム使用権の減価償却費と

原水費を合わせて約１千万円程度と推測され、これは水道事業全体の約２％にすぎませ

ん。 
 
・ サンルダムでは融雪期や洪水時の水を一時貯留し、夏期・冬期の流量が少なくなる時

期に水を補給することにより、水道用水やかんがい用水等の安定的な取水を確保する

ことができます。 
 
 



－12－ 

 
河川環境、生態の保全に関する主な意見 
 

・ サンルダムには魚道を設置し、魚がのぼれる川になることを願う。 
・ サンルダムの建設にあたっては自然との共生の観点をもつことが必要。 
・ 魚道が整備されても、ダム案ではサクラマスはいなくなる。 
・ サンルダムが建設されると下流域への濁りが懸念される。 

 
○サクラマスの生息環境 
・ サクラマスは、天塩川流域の広い範囲で確認されています（下図の流域委員会資料48-5参

照）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(巻末資料P.10参照) 



－13－ 

・ また、サンル川流域では調査を行った下図の範囲内においても多くの産卵床が確認さ

れており、貯水池以外に多くの産卵床が確認されています。このことから、ダム地点

において遡上・降下の機能を確保することによりサクラマスの生息環境への影響を最

小限にするよう取り組むこととしています(下図の流域委員会資料48-6参照)。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(巻末資料P.11参照) 
 



－14－ 

 
○遡上の機能の確保 
・ 流域委員会資料48-10に示すとおり、サケ・マス類を対象とした魚道の事例として、アメリカ

のコロンビア川流域には、サケ・マス類を対象とした高さ約21～約34mの魚道が河口

から約230km～約700km上流のダムに設置されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(巻末資料P.12参照) 



－15－ 

・ 流域委員会資料48-11に示すとおり、魚道の効果が確認されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(巻末資料P.13参照) 



－16－ 

・ サンルダムでは、サクラマスをはじめとする遡河回遊魚の遡上に適した魚道を設置し、ダム

完成後の維持管理を適切に行うことにより、遡上への影響を最小限にとどめることができるも

のと考えています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(巻末資料P.14参照) 
 
 
 



－17－ 

○降下の機能の確保 
・ 流域委員会資料48-8に示すとおり、サクラマス幼魚（スモルト）が降下する融雪期に、

常用洪水吐からの放流水と共に降下させ、落下による衝撃を緩和するためのプールを

設けることとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(巻末資料P.15参照) 



－18－ 

・ サンル川を降下するサクラマス幼魚（スモルト）の体長は平均約11ｃｍであることが確

認されています。魚は自由落下の場合、ある落下高度を超えると一定の速度（これを限界速

度といいます）に達しますが、限界速度は体長との関係で決まり、10～13cmの魚では12m/s

（25～30ｍ落下後）と報告されています
＊
。 

 
・ 体長10～13cm未満の魚では、限界速度が、著しい損傷が現れる臨界速度（15～16m/s）よ

り小さいので、落下高度がどれだけあっても何の損傷も受けないと報告されています
＊
。 

 
・ さらに、サンルダムを降下する場合、サクラマス幼魚（スモルト）は限界速度に達しないため、

落下による損傷を受けずに降下できるものと考えています。 
 
 ＊参考文献 
  Passes a poissons - expertise conception des ouvrages de franchissement - 
   (C.Gosset M.Larinier J.P.Porcher F.Travade) 
  ～和訳：魚道及び降下対策の知識と設計（（財）リバーフロント整備センター） 



－19－ 

○水質（濁り） 
・ 流域委員会資料48-13に示すとおり、サンルダムの集水域の地質は細粒化されにくい

火成岩類が多く分布するため、水が濁りにくい傾向にあります。同様の地質条件であ

る岩尾内ダムにおいても濁りの発生やその長期化の問題は発生していません。 
 
・ このことから、サンルダムによる、濁りの発生やその長期化の問題は発生しないと考

えています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(巻末資料P.16参照) 
 
 



－20－ 

その他の主な意見 
 
 
・ 国土の大部分が森林であるのに、毎年各地で洪水が起きており、ダムとあわせた森林整備

が効果的。 

・ ダムに依存しない代わりに、森林の保水力を高めるべき。 

・ アメリカでは魚道をつくってもサケ・マスが上れないので、ダムの撤去が始まっている。 

 
○森林の機能 
・ 日本学術会議答申（平成１３年１１月「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多

面的な機能の評価について（答申）」）では、森林の多面的な機能について評価する一方

で、森林の水源かん養機能（洪水緩和機能等）の限界について指摘しています。 
 

・ 治水上問題となる大雨のときには、洪水のピークを迎える以前に流域は流出に関して飽和

状態となり、降った雨のほとんどが河川に流出するような状況となることから、降雨量が大き

くなると、低減する効果は大きくは期待できません。 
 

・ このように森林は中小洪水においては洪水緩和機能を発揮するが、大洪水においては

顕著な効果は期待できません。 
 

・ 治水・利水計画は、あくまで森林の存在を前提にした上で策定されており、森林とダ

ムの両方の機能が相まってはじめて目標とする治水・利水安全度が確保されます。 
 
 
 
 



－21－ 

 
○アメリカにおけるダム・堰の撤去 
・ 平成１２年３月に出された「公共事業の個別事業内容・実施状況等に関する予備的調査に

ついての報告書」（衆議院調査局）によると、「米国連邦政府および州政府においてダム建

設を全面的に中止・休止したわけでなく、西部の州においては現在も州政府により大

型ダムを建設中である」とされています。 
 
・ また、世界大ダム会議（ＩＣＯＬＤ）が平成１１年９月にまとめた資料によると、カリフォルニア

州などの水需給の逼迫している地域などで、42ダムが工事中とされています。 
 
・ 一方、米国の民間団体（アメリカンリバース等）の調査によると、撤去されたとされる４６７施設

の中で、撤去した施設の高さが分かっているもの（364施設）の9割以上が、高さ15m未

満の、我が国では「ダム」と呼ばず「堰」と呼んでいるものであることが分かってい

ます。撤去された施設の多くが、発電、レクレーションを目的としたもので、治水な

ど人命・財産に関わるものは少ないのが実態です。 
 
・ これまでに撤去された施設（代表２６事例）は、その大半が小規模な取水堰であり、既に使

用不能な施設や老朽化などにより、安全面で問題のある施設、維持修繕費がかかりすぎ経

済的に成り立たない施設です。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 巻 末 資 料 ＞ 

 

 

※ 本文中に使用している天塩川流域委員会資料を拡大したものです。 
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47 47サンルダム＋河道改修による治水対策案（天塩川）
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遊水地を設置することによる地域に与える影響遊水地を設置することによる地域に与える影響
43-2-143-2-1
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岸
）

遊水地候補箇所
（名寄川右岸）

※平成４年 国土地理院 2万5千分の1
地形図より作成

治水

浸水想定区域内の

農地（田、畑、牧草地）

凡例

ケース２、３の場合、１／１００の洪水に対応するには、当該市町の洪水防御対象区域内の農地面
積の３～４割程度が遊水地として制約を受けることとなり、特に名寄川沿いでは大半の農地が遊
水地として制約を受けることとなる。

●

遊水地候補箇所
（天塩川左岸）
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ケース1：サンルダム＋河川改修案 ケース2：遊水地（天塩川＋名寄川）＋河川改修案 ケース3：遊水地（名寄川）＋河川改修案ケース1：サンルダム＋河川改修案

●整備計画に対応する各治水対策案
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治水

※ 遊水地案の用地は、地役権設定した用地面積を含む。

ケース1
サンルダム

＋
河川改修案

・サンルダムは基本方針に対
応した規模（1/100）で設置
するため中小洪水から、基本
方針で想定している規模まで
の洪水に対し調節効果を発
揮できる。

・河道掘削が最も少なく、河
川環境への影響が最小限に
抑えられる。
・サクラマス等の遡上性魚類
に対する配慮が必要。
・新たに湖面が出現する。

・比較的短期間で施設が完
成する。(効果の発現が早
い)
・正常流量を確保できる。 1,200

(1,076)
既投資額除く

40
(うち、サンルダム
建設に係る13戸
すべて移転済み)

346
(うち、サンルダム
建設に係る251ha
用地買収済み)

ケース2

遊水地
（天塩川+名寄川）

＋
河川改修案

・遊水地は整備目標流量に
対応した規模で設置するた
め、整備目標流量以上の洪
水に対しては十分な調節効
果を発揮できない。
・基本方針で想定している規
模の洪水に対しては、天塩
川及び名寄川に設置する遊
水地の改築工事(越流堤の
改築・遊水地の拡大等)が必
要。

・名寄川では河道掘削が多
く、河川環境に与える影響が
大きい。
・遊水地となる智恵文沼(ヒ
ブナの生息地)への配慮が
必要。
・サケの産卵床を保全できな
い。

・施設の完成までに時間を要
する。(効果の発現が遅い)
・正常流量を確保できない。
・遊水地となる農地の使用に
制約があり、農業が主要産
業がとなっている地域に与え
る経済的、社会的影響が大
きい。

1,320 72 545

ケース3

遊水地
(名寄川)

＋
河川改修案

・遊水地は整備目標流量に
対応した規模で設置するた
め、整備目標流量以上の洪
水に対しては十分な調節効
果を発揮できない。
・基本方針で想定している規
模の洪水に対しては、名寄
川に設置する遊水地の改築
工事(越流堤の改築・遊水池
の拡大等）が必要。

・ケース1に次いで河道掘削
が少なく、比較的河川環境
への影響が抑えられる。

・施設の完成までに時間を要
する。(効果の発現が遅い)
・正常流量を確保できない。
・遊水地となる農地の使用に
制約があり、農業が主要産
業がとなっている地域に与え
る経済的、社会的影響が大
きい。

1,580 197 1,059

ケース 治水対策案 ※用地補償（ha）
基本方針に対応するための

課題等
その他 総事業費（億円） 移転家屋（戸）自然環境への影響

43 43
各治水対策案の概要
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河川整備基本方針における治水対策案の比較河川整備基本方針における治水対策案の比較
治水

45-145-1

億円

約870

億円

約1,000

億円

約370

うち洪水調
節施設

事業費

・正常流量や
共同事業者の
利水を確保で
きない。

・国道の付替
えなど社会基
盤の再整備が
必要。

・遊水地内の
土地利用は
制限が生じる。

・名寄川では河道掘削
が多く、河川環境に与え
る影響が大きい。

ha

約1,300

戸

約260

億円

約5,900

遊水地

（天塩川+名寄川）

+

河道改修

3

・正常流量や
共同事業者の
利水を確保で
きない。

・国道の付替
えなど社会基
盤の再整備が
必要。

・遊水地内の
土地利用は
制限が生じる。

・名寄川では河道掘削
が多く、河川環境に与え
る影響が大きい。

ha

約1,600

戸

約270

億円

約6,000

遊水地

（天塩川+名寄川）

+

河道改修

2

・正常流量や
共同事業者の
利水を確保で
きる。

・移転家屋や
用地買収が
少ない。

・河道掘削が最も少なく、
河川環境への影響が最
小限に抑えられる。

・サクラマス等の遡上性
魚類に対する配慮が必
要。

・新たに湖面が出現する。

ha

約480

戸

約90

億円

約5,400

サンルダム

+

河道改修

1

利水計画

への影響
社会的影響自然環境への影響用地補償

移転

家屋数総事業費

（治水分）

治水対策案

（1/100）
ケース

● ケース1のサンルダムのB／Cは1.7である。
● ケース2、3の遊水地については、サンルダムよりも下流に建設する洪水調節施設であるため、サンルダムよ

りも便益は少ないと考えられるが、仮に便益が同じとしても、事業費がサンルダムより大きいため、ケース2、
3の遊水地のB／Cは上記サンルダムの約１／２程度である。
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治水

48-1548-15
サンルダムによる水の補給サンルダムによる水の補給

３０cm以上
渇水時等に水位が低下

サケの産卵床等
必要水深を確保

名寄川真勲別地点流量

[m3/s]

サンルダム
からの補給

サンルダム
からの補給

確保流量 操作前流量 操作後流量

● サケ成魚は、産卵期を異にする２つの群が存在し、産卵時期は夏季群が８月～１０月、
秋季群は９月～１２月で、一般に水深３０cm程度、流速は２０cm/s程度の石礫底の湧
水のある場所を選んで産卵します。

[月]

水位低下により露出しているサケの産卵床

● 融雪期や洪水時の水を一時貯留し、夏期・冬期の流量が少なくなる時期に水を補給す
ることにより、既存の水道用水やかんがい用水等の安定取水を確保し、サケの産卵床
など動植物の生息・生育等に必要な流量を補給します。
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電力電力の一翼を担う水力の一翼を担う水力治水

48-22 48-22

● 電力の消費は、季節によっても、また、１日のなかでも昼間と夜間とでは
大きな差があります。このような 電力消費の変化に対応し、安定した質の高い
電気とするために、水力、火力（石油、ガス、石炭など）、原子力等の各種電源を
バランス良く組み合わせて発電が行われています。

● これを電源のベストミックスといいます。
● 水力発電は、他の電源と比較して「非常に短い時間で発電開始（３～５分）が

可能」「電力需要の変化に 素早く対応（出力調整）が可能 」 という特徴があります。
● このような特徴を生かして、調整池式・貯水池式・揚水式はピーク供給力として、

無くてはならない重要な役割を果たしています。

● 水力発電は、資源の少ない日本の貴重な純国産自然エネルギーです。

●1日の時間帯別の電源の組合せ

ピーク供給力

ミドル供給力

ベース供給力

揚水式水力

石炭

ＬＮＧ、ＬＰＧその他のガス

原子力

流れ込み式水力・地熱

石油

調整池式水力
貯水池式水力

※資源エネルギー庁 ホームページより
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発電別二酸化炭素発電別二酸化炭素(CO(CO22))排出量排出量治水

48-22

48-21 48-21

出典：資源エネルギー庁より

発電別二酸化炭素（ＣＯ２）排出量◆

886.8

704.3

477.9

407.5

88.4

37.8

129.7

111.3

11.3

15.0

21.6

29.5

53.4

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

石炭火力発電

石油火力発電

ＬＮＧ火力発電(汽力)

ＬＮＧ火力発電(複合)

太陽光発電

風力発電

原子力発電

地熱発電

水力発電

単位：g-CO2/kWh

発電燃焼の燃焼(直接)

設備の建設等(間接)

水力発電

発電燃料の燃焼（直接）

設備の建設等（間接）



-10-

治水

48-548-5

-10-
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● 貯水池となる箇所以外にも多くの産卵床が確認されていることから、ダム地点において遡上・降下の
機能を確保することによりサクラマスの生息環境への影響を最小限に抑えるよう取り組むこととしてい
ます。

治水

48-648-6 サンル川流域のサクラマス産卵床の分布サンル川流域のサクラマス産卵床の分布

● サンル川流域では下図の調査範囲においてもサクラマスの産卵床が広い範囲で確認されています。
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治水

48-1048-10
コロンビア川流域のダム群コロンビア川流域のダム群②②

アメリカコロンビア川の
ボンビレーダムにおける

階段式魚道

太
平
洋

コロンビア川

スネーク川

コロンビア川

ダム高 65m 31.4m
右側
左側

ダムの名前 アイスハーバーダム
魚道高

魚道の型式
階段式 (L=314m)
階段式 (L=314m)

河口からの距離 約 538 km

ダム高 74m 31.4m
右側
左側

ダムの名前 ローワーモニュメンタルダム
魚道高

魚道の型式
階段式 (L=300m)
階段式 (L=300m)

河口からの距離 約 589 km

ダム高 69m 30.8m
右側
左側

ダムの名前 リトルグースダム
魚道高

魚道の型式
無し

階段式 (L=300m)
河口からの距離 約 635 km

ダム高 69m 32.0m
右側
左側

ダムの名前 ローワーグラナイトダム

河口からの距離 約 695 km

魚道高

魚道の型式
無し

階段式 (L=500m)

● 主な８つのダムは、河口から約230km～約700km上流に建設
されており、それらのダムに整備されている魚道の高さは約21m
～約34mです。

ダム高 67m 25.3m
右側
左側

ダムの名前 マクナリーダム
魚道高

魚道の型式
階段式 (L=670.6m)
階段式 (L=670.6m)

河口からの距離 約 470 km

ダム高 70m 34.4m
右側
左側

ダムの名前 ジョンディダム
魚道高

魚道の型式
階段式 (L=329.2m)
階段式 (L=329.2m)

河口からの距離 約 347 km

ダム高 61m 27.1m
右側
左側

ダムの名前 ダレスダム
魚道高

魚道の型式
階段式・ﾊﾞｰﾁｶﾙｽﾛｯﾄ式 (L=530m)

階段式 (L=530m)
河口からの距離 約 308 km

ダム高 60m 21.3m
右側
左側

ダムの名前 ボンビレーダム
魚道高

魚道の型式
階段式 (L=340m)
階段式 (L=340m)

河口からの距離 約 234 km
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治水

48-1148-11
コロンビア川流域のダム群コロンビア川流域のダム群③③

● それぞれのダムに設置されている魚道がサケ・マス類の遡上に効果を発揮しています。

コロンビア川

スネーク川

コロンビア川

２００４年 魚道を遡上したサケ・マス類の確認数（尾）

ウエルズダム
キングサーモン 45,500
スチールヘッド 9,317
ベニザケ 78,053
ギンザケ 291
合　計 133,161

ロッキーリーチダム
キングサーモン 75,862
スチールヘッド 14,580
ベニザケ 81,338
ギンザケ 786
合　計 172,566

ロックアイランドダム
キングサーモン 105,619
スチールヘッド 19,547
ベニザケ 106,666
ギンザケ 5,814
合　計 237,646

ローワーグラナイトダム
キングサーモン 123,653
スチールヘッド 154,389
ベニザケ 113
ギンザケ 3,904
合　計 282,059

リトルグースダム
キングサーモン 111,732
スチールヘッド 142,092
ベニザケ 81
ギンザケ 3,029
合　計 256,934ローワーモニュメンタルダム

キングサーモン 125,787
スチールヘッド 149,429
ベニザケ 80
ギンザケ 3,606
合　計 278,902

ジョンディダム
キングサーモン 493,999
スチールヘッド 227,199
ベニザケ 113,497
ギンザケ 34,755
合　計 869,450

ダレスダム
キングサーモン 609,073
スチールヘッド 238,242
ベニザケ 107,466
ギンザケ 40,564
合　計 995,345

ボンビレーダム
キングサーモン 966,054
スチールヘッド 310,893
ベニザケ 123,291
ギンザケ 119,826
合　計 1,520,064

アイスハーバーダム
キングサーモン 149,038
スチールヘッド 168,897
ベニザケ 91
ギンザケ 3,519
合　計 321,545

太
平
洋

凡 例

キングサーモン

スチールヘッド

ベニザケ

ギンザケ
２００万匹

１００万匹

マクナリーダム
キングサーモン 423,590
スチールヘッド 201,071
ベニザケ 89,707
ギンザケ 20,132
合　計 734,500

プライエストラピッツダム
キングサーモン 145,146
スチールヘッド 18,727
ベニザケ 124,943
ギンザケ 5,624
合　計 294,440
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治水

48-748-7
サンルダムの遡上性魚類の保全対策サンルダムの遡上性魚類の保全対策①①

サンル川に生息するサクラマスをはじめとする遡河回遊魚の遡上に適した魚道を
設置します。

発電放流口

遡上用魚道入口
階段式魚道

中間プール

魚
道
落
差
約

ｍ
24

● 魚道の高低差は約２４mであり、斜面の既存樹林間に設置します。
● 魚道は、道内で実績のある階段式魚道とし減勢効果及び魚類の休息場として中間プールを組み

合わせます。

● 魚道の維持管理を適切に行います。
● 魚を魚道入口へ導くための呼び水を備えた構造とします。
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治水

48-848-8
サンルダムの遡上性魚類の保全対策サンルダムの遡上性魚類の保全対策②②

常用洪水吐

プール

落
差
約

ｍ
21

● サクラマス幼魚（スモルト）が降下する融雪期に、常用洪水吐からの放流水に
よって自然降下させます。

● 降下時の落差は約２１ｍであり、落下による衝撃を緩和するためのプールを
設けます。

-15-
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治水

48-1348-13
ダム湖の水質についてダム湖の水質について①①

● ダム湖の濁りの発生原因となる集水域の地質について、サンルダム及び岩尾内ダムでは
細粒化されにくい火成岩類が多く分布するため、土砂流出の可能性は低く、水が濁りに
くい傾向にあります。

火成岩類

出典：シームレス地質図データベース(20万分の1 日本数値地質図)
産業技術総合研究所地質調査総合センター

H13～H14　放牧地橋（サンル川サンルダム直下）ＳＳ(㎎/L)
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H13～H14 放牧地橋（サンル川サンルダム直下ＳＳ(㎎/L)

H13～H14 岩尾内ダムＳＳ(㎎/L)




